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メルマガ「はやぶさ」 第１６回目の発信です。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆献本のお知らせをいたします。 

＊先着５名様に、「非常時の経営計画のつくり方」（中経出版）・・サイン付 

応募の全員の方に、小冊子「企業経営のゴールド免許の取り方」を謹呈いたします。 

申込みは、以下の URL でお願いします。受付期限は２月２８日まで。 

 

URL：http://www.hosbiz.net/kenpon 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

タイトル：労働法改正に伴う問題点を考えよう。 

 

   著者：株式会社ヒューマンバリュー研究所 

              所長 高橋 基樹 

 

人と企業を元氣にする社会保険労務士・中小企業診断士 

 

 

◆５回シリーズ・ その１： 改正高齢者雇用安定法の経過措置をご存知ですか？ 

 

＊＊＊＊＊＊＊本題＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

昨年（2012 年）から、労働関係法の改正の動きが始まっています。 



改正労働者派遣法、有期労働契約の無期転換を含む改正労働契約、そして 

一番企業にとって関心の高い改正が高年齢者雇用安定法です。 

 

今年の４月からの改正で、定年に達した従業員が希望すれば、６５歳までの 

雇用確保がすべての企業に適用されることになります。企業は、２００４年 

の改正時点で、 

 

（1）再雇用制度の導入 

（2）定年年齢の引き上げ 

（3）定年廃止 

 

のいずれかの対応をとることは義務付けられており、多くの企業では継続雇用 

する人材の基準を設け、再雇用制度を実施しています。 

 

今回は、法律の改定に伴い、全ての従業員を６５歳まで原則雇用することが 

義務付けされますが、改正法が施行されるまで（平成２５年３月３１日）に 

労使協定により継続制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、 

経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者について 

継続雇用制度の対象者を限定する基準が認められています。 

 

労使協定は、労働組合のない会社は従業員代表と会社との間で締結し、労働基準 

監督署への提出は不要です。今すぐに、６５歳までの雇用へ変更できない企業では、 

この措置を採用することが必要かと思います。 

 

近い将来、年金開始の時期に合わせての６５歳定年へ移行することは確実ですので、 

それぞれの企業の実情に合わせ、高齢者雇用対策を検討しておくことが必要である 

ことは言うまでもありません。 

 

＊＊＊＊＊＊   お知らせ   ＊＊＊＊＊＊＊ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆献本のお知らせをいたします。 

＊先着５名様に、「非常時の経営計画のつくり方」（中経出版）・・サイン付 

応募の全員の方に、小冊子「企業経営のゴールド免許の取り方」を謹呈いたします。 

申込みは、以下の URL でお願いします。受付期限は２月２８日まで。 

 

URL：http://www.hosbiz.net/kenpon 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム」トライアルゲーム体験会 

参加費無料（テキスト代 1,000 円）開催のご案内。 

 

◆経営支援家・向け 

 

＊毎回、熱心な経営支援家の皆さんが参加されています。繰り返し参加される事に 

よって、経営力がパワーアップされています。 

 

 １）２月２３日（土）の午後：台東区 いきいきプラザ（ＪＲ秋葉原駅から５分） 

 

 ２）３月２３日（土）の午後：台東区 いきいきプラザ（ＪＲ秋葉原駅から５分）の予定 

 

３）４月２７日（土）の午後：台東区 いきいきプラザ（ＪＲ秋葉原駅から５分）の予定 

 

 

◆経営者、後継者・向け 

 

 ＊２月０６日に、経営者７人が参加されて、大変にエキサイティングなゲームとなり 

ました。 

経験交流のワイガヤタイムも、講師を交えて盛り上がり絆が深まったと大好評でした。 

 

１）３月１２日（火）の午後：北区 北とぴあ（ＪＲ王子駅から３分） 

 

２）４月１７日（水）一日コース：北区 北とぴあ（ＪＲ王子駅から３分） 

 

３）５月１６日（木）一日コース：北区 北とぴあ（ＪＲ王子駅から３分） 

 

下記アドレスにてお問い合わせください。 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

◆資格認定講座 

 



 ・経営特訓士認定講座を開催 

  第１回の認定講座（１／１９、２０に開催）には熱心な受講者が参加されて、 

非常に楽しく、和気会い合いとして６期のゲームを終了し、経営会計３表（資金繰り、 

バランスシート、損益計算書）を作成して、目出度く「経営特訓士」となりました。 

参加者の皆様方の今後のご活躍を期待しております。 

 

１）３月１６（土）、１７（日）：１０～１８時 アクセス日本橋（地下鉄 三越前駅１分） 

   ・エキサイティングな雰囲気と経験交流でビジネスチャンスをキャッチして 

ください。 

 

２）５月１８日（土）、１９日（日）：同上の予定 

 

３）７月２０日（土）、２１日（日）：同上の予定 

 

 最低１回はトライアルゲームに参加している方が対象です。 

 

注）「経営特くんゲーム」の概要は、下記のＨＰを参照ください。 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

編集後記 

 

「はやぶさ」の第１６号を発行しました。第３シリーズは５回連続で、その第 1 回です。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２月１７日（日）に、東京の JR 中央線 中野駅近くの会場で、経営支援家を対象とした 

トライアルゲームを開催しました。 

２チームで８名の参加者があり、練習１回、本番１回行いましたが、ゲームが進むに 

つれて白熱した雰囲気になり、時間の経過を忘れてしまう程でした。 

終了後は懇親会を行い、参加者との交流を深めました。また、このゲームの有用性 

も感じ取っていただき、認定講座の集中受講も検討されました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

読者の皆様から、ご要望や率直なご意見をいただけると、力が湧きありがたいです。 

皆様からのメールをお待ちしております。 



 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

配信解除ＵＲＬ：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。 

http://asu12.com/d.php?t=test&m=stone_river@hosbiz.net 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 


